
① 発生（逮捕）日時 

   例年、狩猟期は、猟銃などにりょう事件・事故が増加する傾向にあります。 

猟銃などを使用される方は、あらかじめ周囲を確認し、安全な狩猟に心掛けてください。 

 また、山のレジャーを楽しまれる方は、銃声のする方向には近づかないようにし、事故防止に努

めてください。 

狩猟期間 
 

平成２９年１１月１５日 ～ 平成３０年２月１５日 
※ 特例 
◆ 銃によるシカ、イノシシ猟  → 平成２９年１１月    １日～ 平成３０年３月１５日 

◆ はこわなによるイノシシ猟 → 平成２９年１０月１５日～ 平成３０年４月１５日 

狩猟をされる皆様へのお願い 

狩猟期に注意すること 
 ◆ 狩猟期間前に射撃練習を行い銃の取扱に慣れおくこと。 
 ◆ 狩猟区域を事前に確認しておくこと。 

狩猟中に注意すること 
 ◆ 射撃する必要がないときは、弾を装填しないこと。 
 ◆ 射撃する前は、必ず矢先の安全を確認すること。 

猟銃などの携帯・運搬時に注意すること 
 ◆ 弾を装填したまま銃を携帯、運搬しないこと。 
 ◆ 銃は、ケースなどに入れて携帯、運搬すること。 

 ◆ 銃や弾を車の中に放置しないこと。 

猟銃などを使用される方は、次のことに注意し、事故の未然防止に努めてください。 


